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令和８年度長岡京市こどもの居場所づくりを通した多世代交流事業委託業務 

に係る公募型プロポーザル募集要領（案） 

 

１．業務の概要 

（1） 業務名 

令和８年度長岡京市こどもの居場所づくりを通した多世代交流事業委託業務 

 

（2） 業務の目的 

地域のこどもをまんなかに据え、地域住民、NPO団体、中間支援団体（地域福祉

系・市民活動系）、市が協働し、地域の中にある社会資源を活用しながら、こどもの

居場所や多世代交流の場を創出、運営をする。受託事業者は、中間支援団体への

専門性の高い伴走支援を行い、官民連携による持続可能なネットワークを構築し、

地域の支援能力向上を目指す。 

 

（3） 業務内容 

主な業務内容は、以下のとおりである。なお、その詳細は業務仕様書（案）に記す。 

① 伴走支援業務 

② ワーキングチーム検討会議での連携・助言   

③ 研修会・講演会の企画・実施 

④ 報告書の作成  

 

（4） 履行期間 

契約日から令和９年３月３１日まで 

 

（5） 提案上限額 

４，457千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

（6） 本業務の業務仕様書（案）及び契約書（案）は、別添のとおりである。 

 

２．参加資格 

   プロポーザルに参加できる者は、以下の要件をすべて満たす者とする。 

（1） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当している者でないこと。  

（2） 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（3） 公募の日から企画提案者の特定の日まで、長岡京市競争入札等参加資格の停止

に関する要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 
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（4） 警察当局から、長岡京市暴力団等排除措置要綱別表に該当する者として、長岡京

市発注工事等からの排除要請があり、長岡京市長から排除措置を受けている者で

ないこと。 

（5） 令和３年４月１日～令和８年３月３１日の間に、国または地方公共団体が発注した 

こどもの居場所づくりや多世代交流事業、関係機関や市民を対象にした講座や委

託などを請け負った実績を有すること。 

 

３．実施スケジュール 

公募開始日 令和８年 4月１０日(金) 

質疑受付締切 令和８年 4月２１ 日(火) 午後 3時 

質疑に対する回答（市ウェブサイト） 令和８年 4月２３ 日(木) 午後 3時 

参加表明書の提出期限 令和８年 4月３０日(木) 午後 3時 

参加資格審査結果通知 令和８年５月１日(金)予定 

企画提案書の提出期限 令和８年５月１２日(火) 午後 3時 

プレゼンテーション及びヒアリング

の実施 
令和８年 5月１８日(月) 

特定結果通知 令和８年 5月２２日(金)予定 

契約締結 令和８年６月上旬予定 

 

４．応募手続き等に関する事項 

（１）提出期限等 

① 受付期間：令和８年 4月１０日（金）から令和８年 4月 30日（金） 

午後 3時００分まで 

② 提出方法：chiikifukushi@city.nagaokakyo.lg.jp までＥメールにより「（２）提



3 

 

出書類（様式１）」を提出すること。タイトルは「参加表明書」とし、必ず到着

確認を行うこと。 

 

（２）提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 令和３年４月 1日～令和８年３月３１日の間に、国または地方公共団体が発注した 

こどもの居場所や多世代交流事業、関係機関や市民を対象にした講座や委託など

の実績が確認できる書類 

★令和７年度長岡京市競争入札等有資格者名簿に未登録の場合③～⑧も提出すること。 

③⑥⑦は令和 8年１月８日以降に発行されたものに限る。 

③ 履歴事項全部証明書 

④ 誓約書 

⑤ 委任状（本店・本社以外が参加する場合は提出） 

⑥ 納税証明書その３の３（個人事業主の場合はその３の２を提出） 

⑦ 市税の完納証明書（市内業者の場合は提出） 

⑧ 財務諸表又は決算報告書等（直前営業年度分を提出） 

 

（３） 質疑の受付 

① 受付期間：令和８年 4月１０日（金）から令和８年４月２1日（火） 午後３時まで 

② 提出方法：chiikifukushi@city.nagaokakyo.lg.jp までＥメールにより「質疑

書（様式２－１）」を Word 形式で提出すること。タイトルは「質疑書」とし、必ず到着

確認を行うこと。 

③ 回 答：令和８年４月23日（木）に市ホームページに公開する。こちらからは連絡

しないため、各自確認すること。 

 

５．参加資格審査結果通知について 

   令和８年５月１日（金）に参加資格審査結果通知を E メールにより送付する。資格ありの

結果通知を受け取った事業者は、「６．企画提案書に関する事項」に記す期限までに必要

書類を提出すること。 

 

６．企画提案書に関する事項 

（１）提出期限等 

① 提出期限：令和８年５月１２日（火） 午後 3時００分まで 

② 提出部数：1部（PDF ファイル） 

③ 提出方法：chiikifukushi@city.nagaokakyo.lg.jp までＥメールにより提出

(事前連絡の上、期限内必着のこと） 
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（２）提出書類 

① 企画提案書 

② 見積書及び積算内訳 

③ ワークライフバランス等に係る認定企業であることが確認できる書類 

（認定がない場合は提出不要） 

 

（３）「６．（２）提出書類」の作成様式及び記載上の留意事項 

 【企画提案書】 

① 企画提案書の様式はA4判資料３～５枚程度とし、番号を付すこと。 

② 提出できる企画提案書は 1者につき 1案とする。 

③ 企画提案書の必須記載事項は、以下のとおりとする。 

(ア) 事業者の概要や業務に携わる人物の経歴とこれまでの実績 

(イ) 業務内容 1.（3） ①～④の実施方法についての企画提案 

(ウ) 提案のセールスポイント 

(エ) 本業務にかかる実施体制・支援体制 

 【見積書及び積算内訳】 

    各事業別に積算がわかるものを提出すること。 

 【ワークライフバランス等に係る認定企業であることが確認できる書類】 

えるぼし・くるみん・ユースエールの認定企業であることが確認できる資料を提出する

こと。（厚生労働省の認定企業公表ＨＰの写しなど） 

 

７．特定に関する事項 

（1） 企画提案書の特定基準 

審査項目及び評価基準は別紙のとおり 

 

（2） プレゼンテーション及びヒアリング 

    以下のとおりオンラインによるプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

① 実 施 日：令和８年５月１８日（月） 

② 実施場所：長岡京市役所と参加事業所間でオンライン実施 

（詳細は参加資格審査結果通知に記載） 

③ 開始時間：参加資格審査結果通知に記載 

④ 実施方法：提出した企画提案書を使用し、企画提案について口頭にて説明を

行うこと。また、プレゼンテーションにあたっての資料追加や企画提案書等の差

し替えは認めない。 

⑤ 時間配分：プレゼンテーションは１者につき２０分以内とし、ヒアリングは２０分以

内とする。 
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⑥ 出 席 者：１者あたりの出席人数は３名までとすること。 

 

（3） 失格事由 

    以下に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。 

① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

② 提案上限額を超える提案を行った場合 

③ 審査委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めた場合 

④ 他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行った場合 

 

（4） 特定方法 

① 失格者を除いた者のうち、総合点が配点の６割以上であり、かつ、最も高い者

を、契約相手方の候補者として特定する。 

② ①において、最も総合点が高い者が複数の場合は、審査項目提案内容評価の

合計が最も高い者を特定する。 

③ ②において、優劣がつかない場合は、提案金額が安価な者を候補者として特 

定する。 

 

８．特定結果通知について 

令和８年５月２２日（金）頃に特定結果通知を Eメールにより送付する。 

 

９．非特定に関する事項 

（1） 提出した企画提案書が特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知日の翌日から

起算して７日（休日を含まない。）以内に非特定理由説明申請書（様式６）により、長岡

京市長に対して非特定理由について説明を求めることができる。ただし、他者の評価

点や提案内容に関する内容のほか、発注者が非特定理由と関係がないと判断する事

項についての回答は行わない。 

（2） 上記（１）に対する回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日

以内に Eメールにより行う。 

（3） 非特定理由の説明申請書の提出方法は以下のとおりとする。 

提出方法：chiikifukushi@city.nagaokakyo.lg.jpまでＥメールにより「非特定理

由説明申請書（様式６）」を提出すること。タイトルは「非特定理由説明申請書」とし、必

ず到着確認を行うこと。 

 

１０．特定結果の公表について 

（1） 特定結果通知日の翌日以降に市ホームページで公表する。 

（2） 公表事項は以下のとおりとし、審査内容や審査経過については公表しない。 
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① 特定事業者の名称及び総合点 

② 参加者の名称及び総合点（ただし、参加者が２者の場合は、次点業者の総合点

を公表しない。） 

 

１１．契約手続きに関する事項 

（1） 発注者と特定事業者が協議を行い仕様書を確定させた後、随意契約の方法により契

約相手方を決定し、契約を締結する。 

（2） 部分払い 可能 

（3） 特定事業者が、契約相手方として決定された後に契約を締結しない場合は、長岡京市

競争入札心得に基づき、見積書記載額（税込み）の１００分の５相当額の違約金を徴収

する。 

（4） 特定事業者が見積書の提出を辞退するなどの理由により、契約を締結しない場合は、

次点業者を候補者として特定することがある。 

 

１２．その他留意事項 

（1） 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 

（2） 参加表明書提出後に辞退する場合は Eメール（様式任意）により届け出ること。 

（3） 企画提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、参加者の負担とする。 

（4） 提出された企画提案書は返却しない。 

（5） 提出された企画提案書は、企画提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。た

だし、情報公開請求があった場合は、長岡京市情報公開条例に基づき取扱うこととす

る。 

 

１３．問い合わせ先 

 長岡京市健康福祉部地域福祉連携室 

  電話：075-955-3177  mail：chiikifukushi@city.nagaokakyo.lg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chiikifukushi@city.nagaokakyo.lg


7 

 

別紙 審査項目及び評価基準 

審査項目 評価内容 配点 

提案事業者の概要・

実績等に係る評価 

・本事業に必要な知見、専門知識、ノウハウを有して 

いるか 
10 

企画提案書全般 
・業務目的を的確に把握しているか 10 

・企画提案書の構成やまとめ方は分かりやすいか 10 

提案内容①② 

中間支援関連 

・本市の地域課題を把握した上で、こどもの居場所や多世

代交流における中間支援団体への伴奏支援や、ワーキングチ

ーム検討会議での連携や助言について等の提案をしているか 

20 

提案内容③④ 

講演・研修会、報告

書作成 

・こどもの居場所や多世代交流について学ぶための魅力的

な研修や講演内容についての提案や、関係機関に加えて、

地域住民も読み理解ができる報告書の提案がされているか 

10 

提案内容 

事業スケジュール 

・業務目的に沿って実行可能なスケジュールを提案している

か 
10 

業務実施体制 ・業務を安定的に遂行する実施体制を有しているか 10 

小 計（主観的項目） 80 

業務実績 

（自治体支援業務） 

同種業務の実績を 5件以上有している事業者 5 

5 同種業務の実績を 3～4件有している事業者 3 

同種業務の実績を 1～2件有している事業者 1 

地元事業者優先発注 
長岡京市内本店または支店の事業者 2 

2 
上記以外の事業者 0 

ワークライフ 

バランス等の推進 

えるぼし認定企業 1 

3 
くるみん認定企業 1 

ユースエール認定企業 1 

上記以外の事業者 0 

価格点 
満点×（提案価格のうち最低価格/自社提案価格） 

※小数点以下切り捨て 
10 

小 計（客観的項目） 20 

合 計 100 

 

 


